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2022年夏季賞与・一時金　大手企業業種別妥結結果（最終集計）
～89万9,163円、前年夏季比プラス8.77％～

（一社）日本経済団体連合会　

　経団連は8月５日、2022年夏季賞与・一時金の大手企業業種別妥結結果（加重平均）の最終集計を

発表した。

　調査対象（21業種254社）のうち、21業種187社（73.6％）の妥結を把握しており、集計可能な18業

種159社の平均額は89万9,163円で、前年（82万6,647円）と比べて７万2,516円増・8.77％増と、４年

ぶりにプラスに転じた。増減率（前年比）は、現行の集計方法となった1981年以降の最高値、前年か

らの増加額も、2018年（前年比７万5,733円増）に次ぐ高い水準を記録した。

　妥結額の分布をみると、最も多い「100万円以上」（25.4％）と２番目に多い「90万～100万未満」

（16.4％）で４割超（41.8％）に達している。

　増減率の分布は、「15.0％以上」（25.0％）が最も多く、これに「10.0～15.0％未満」（12.5％）を

合わせると、10％以上が４割近く（37.5％）に達している。また、前年実績以上の水準（0.0％以上）

で妥結した企業が8割超（83.9％）と大勢を占めている。
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［ 最終集計 ］

社 円 ％ 社 円 ％

非 鉄 ･ 金 属 13 876,372 14.61 13 764,671 2.15

食 品 7 951,854 0.35 7 948,564 3.48

繊 維 15 828,595 4.79 14 790,726 0.44

紙 ･ パ ル プ 6 692,242 △ 0.87 6 698,305 △ 0.27

印 刷 3 782,077 24.35 2 628,919 △ 1.59

化 学 28 958,937 14.70 26 836,019 △ 4.25

ゴ ム 5 836,668 5.03 5 796,610 1.38

セ メ ン ト 5 750,137 △ 3.43 5 776,789 4.29

鉄 鋼 9 1,013,913 86.60 9 543,358 △ 4.85

機 械 金 属 2 944,542 15.55 3 817,455 △ 8.39

電 機 12 970,124 6.23 12 913,211 △ 0.77

自 動 車 13 915,842 4.12 16 879,626 △ 10.07

造 船 10 889,833 12.23 11 792,833 △ 7.16

建 設 7 (従) 1,288,034 0.13 6 (従) 1,286,372 △ 12.18

商 業 3 (従) 741,367 15.23 2 (従) 643,384 －

鉄 道 9 (従) 695,926 10.43 10 (従) 630,215 △ 23.68

[ 民 鉄 ] [ 7 ] ［(従) 648,105 ] [ 4.28 ] [ 8 ] ［(従) 621,506 ] [ △ 18.57 ]

[ Ｊ Ｒ ] [ 2 ] ［(従) 724,946 ] [ 14.04 ] [ 2 ] ［(従) 635,697 ] [ △ 25.49 ]

電 力 8 759,273 △ 0.92 8 766,343 1.53

情 報 通 信 4 825,139 2.63 4 803,969 －
社 円 ％ 社 円 ％

899,163 8.77 826,647 △ 8.27

（ 823,724 ) （ 9.49 ） ( 752,348 ) ( △ 4.92 )

920,393 9.58 839,927 △ 5.94

（ 829,677 ) （ 11.90 ） ( 741,430 ) ( △ 3.19 )

829,019 7.17 773,522 △ 17.00

（ 815,659 ) （ 2.05 ） ( 799,299 ) ( △ 12.69 )

（注）1）調査対象は、原則として従業員500人以上、主要21業種大手254社

　　　2）21業種187社（73.6％）の妥結を把握しているが、うち28社は平均額不明等のため集計より除外

　　　3）平均欄の（　　）内は一社あたりの単純平均

　　　4）（従）は従業員平均の数値を含む

　　　5）増減率の△印はマイナスを示す

　　　6）2021年夏季の数値は、2021年8月5日付最終集計結果

　　　7）最終集計における「増減率（％）」は、前年公表値(最終集計）との比較により算定

非 製 造 業 平 均 31 30

妥    結    額 増　減　率

総 平 均
159 159

製 造 業 平 均 128 129

2022年夏季賞与・一時金　大手企業業種別妥結結果（加重平均）

2022年8月5日

（一社）日本経済団体連合会

業 種
2022年  夏季 2021年  夏季

社　数 妥    結    額 増　減　率 社　数
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妥 結 額 ( 円 ) 40万未満 40万～50万未満 50万～55万未満 55万～60万未満 60万～65万未満 65万～70万未満 70万～75万未満 75万～80万未満 80万～85万未満 85万～90万未満 90万～100万未満 100万以上 計

社 数 ( 社 ) 4 7 2 0 6 10 8 14 13 7 20 31 122

構 成 比 ( ％ ) 3.3 5.7 1.6 0.0 4.9 8.2 6.6 11.5 10.7 5.7 16.4 25.4 100.0

増減率（ ％ ） △6.0％未満
△6.0
　　～△4.0%未満

△4.0
　　～△2.0%未満

△2.0
　　～0.0%未満

0.0～0.5%未満 0.5～2.0%未満 2.0～4.0%未満 4.0～6.0%未満 6.0～8.0%未満 8.0～10.0%未満 10.0～15.0%未満 15.0%以上 計

社 数 ( 社 ) 7 3 3 5 4 11 16 9 10 2 14 28 112

構 成 比 ( ％ ) 6.3 2.7 2.7 4.5 3.6 9.8 14.3 8.0 8.9 1.8 12.5 25.0 100.0

0 5 10 15 20 25 30 35

40万未満

40万～50万未満

50万～55万未満

55万～60万未満

60万～65万未満

65万～70万未満

70万～75万未満

75万～80万未満

80万～85万未満

85万～90万未満

90万～100万未満

100万以上

社

円

2022年夏季賞与・一時金 妥結額の分布

0 5 10 15 20 25 30

△6.0％未満

△6.0

～△4.0%未満

△4.0

～△2.0%未満

△2.0

～0.0%未満

0.0～0.5%未満

0.5～2.0%未満

2.0～4.0%未満

4.0～6.0%未満

6.0～8.0%未満

8.0～10.0%未満

10.0～15.0%未満

15.0%以上

社

2022年夏季賞与・一時金 増減率の分布
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2022年春季労使交渉・中小企業業種別妥結結果（最終集計）
～377社平均5,036円、アップ率1.92％～

（一社）日本経済団体連合会　

　経団連は8月９日、2022年春季労使交渉の中小企業業種別妥結結果（加重平均）の最終集計を発表

した。

　本調査は、全国の地方別経済団体の協力により毎年実施している。今回の最終集計は、原則として

従業員数500人未満の中小企業17業種754社を対象に実施し、17業種385社（51.1％）の妥結を把握し

た。このうち集計可能な17業種377社の総平均は、妥結額5,036円（前年最終集計比＋660円）、アップ

率1.92％（同＋0.24ポイント）であった。額・率ともに前年比で大きくプラスに転じ、2000年代にお

ける最高値を記録した。

　さらに細かく規模別でみると、「300人以上」は5,135円・1.94％（前年比＋606円・＋0.22ポイント）、

「100～300人未満」は5,095円・1.94％（同＋792円、＋0.29ポイント）、「100人未満」は4,497円・1.80％

（同＋335円、＋0.14ポイント）で、いずれの規模でも前年より増加が確認された。

　引上げ額の分布では、「5,000～5,499円」（14.1％）が最も多い上、5,000円以上の回答が全体の５

割近く（47.4％）を占めている。

　アップ率の分布については、「1.8～2.0％未満」（16.2％）が最も多くなっているものの、2.0％以

上の回答が全体の４割超（41.3％）に達している。
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2022年春季労使交渉・中小企業業種別妥結結果(加重平均)

[最終集計] （一社）日本経済団体連合会

2022年 2021年

社  数 妥結額 社  数 妥結額

鉄 鋼 ・ 非 鉄 金 属 14
社

5,481
円

2.05
％

16
社

4,868
円

1.81
％

機 械 金 属 84 5,486 2.07 89 4,764 1.79

電 気 機 器 9 5,983 2.17 7 4,512 1.88

輸 送 用 機 器 13 5,468 2.12 11 4,428 1.74

化 学 21 5,515 2.06 19 4,837 1.80

紙 ・ パ ル プ 10 4,602 1.75 9 4,348 1.84

窯 業 10 4,540 1.62 11 4,189 1.53

繊 維 15 3,990 1.67 17 3,263 1.47

印 刷 ・ 出 版 8 5,703 1.90 6 5,157 1.71

食 品 17 4,560 1.77 18 4,763 1.93

そ の 他 製 造 業 38 5,229 1.90 33 4,451 1.61

5,312 1.99 4,633 1.75

(5,015 ) (1.93 ) (4,312 ) (1.68 )

商 業 40 4,898 1.94 39 3,942 1.55

金 融 4 3,453 1.53 4 5,208 2.03

運 輸 ・ 通 信 38 3,741 1.49 36 3,372 1.37

土 木 ・ 建 設 17 6,295 2.47 16 4,762 1.84

ガ ス ・ 電 気 9 4,556 1.59 11 4,303 1.54

そ の 他 非 製 造 業 30 4,969 1.95 28 4,469 1.81

4,571 1.80 3,971 1.57

(4,518 ) (1.79 ) (4,008 ) (1.60 )

5,036 1.92 4,376 1.68

(4,833 ) (1.88 ) (4,202 ) (1.65 )

4,497 1.80 4,162 1.66

(4,476 ） (1.80 ） (3,960 ） (1.59 ）

5,059 1.94 4,267 1.65

(5,028 ） (1.94 ） (4,278 ） (1.67 ）

5,135 1.94 4,529 1.72

(4,958 ） (1.90 ） (4,414 ） (1.70 ）

（注） 1）本調査は、地方別経済団体の協力により、従業員数500人未満の17業種754社を対象に実施

2）17業種385社（51.1％）の妥結を把握しているが、うち8社は平均金額不明等のため､集計より除外

3）上記妥結額は、定期昇給（賃金体系維持分）等を含む

4）製造業平均、非製造業平均、総平均欄の（   ）内の数値は、単純平均

5）2021年の数値は、2021年8月6日付最終集計結果

規

模

別

１００人未満 123 122

１００～３００人未満 176 170

３００～５００人未満 78 78

非
 

製
 

造
 

業

非 製 造 業 平 均 138 134

総　　平　　均 377 370

  製  造  業  平  均  239 236

2022年8月9日

業　　　　　種
アップ率 アップ率

製
 
 
 
 

造
 
 
 
 

業
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妥結額(円)
499円
未満

500
　～999円

1,000
　～1,499円

1,500
　～1,999円

2,000
　～2,499円

2,500
　～2,999円

3,000
　～3,499円

3,500
　～3,999円

4,000
　～4,499円

4,500
　～4,999円

5,000
　～5,499円

5,500
　～5,999円

6,000
　～6,499円

6,500
　～6,999円

7,000
　～7,999円

8,000円
以上

社数(社) 5 6 6 10 16 24 24 28 41 38 53 31 25 22 23 25

構成比(％) 1.3 1.6 1.6 2.7 4.2 6.4 6.4 7.4 10.9 10.1 14.1 8.2 6.6 5.8 6.1 6.6

増減率(％) 0.2%未満
0.2
 ～0.6％未満

0.6
 ～0.8％未満

0.8
 ～1.0％未満

1.0
 ～1.2％未満

1.2
 ～1.4％未満

1.4
 ～1.5％未満

1.5
 ～1.6％未満

1.6
 ～1.7％未満

1.7
 ～1.8％未満

1.8
 ～2.0％未満

2.0
 ～2.2％未満

2.2
 ～2.4％未満

2.4
 ～2.6％未満

2.6％以上

社数(社) 5 11 6 17 26 25 15 25 13 17 61 48 26 36 46

構成比(％) 1.3 2.9 1.6 4.5 6.9 6.6 4.0 6.6 3.4 4.5 16.2 12.7 6.9 9.5 12.2

0 10 20 30 40 50 60

499円

未満

500

～999円

1,000

～1,499円

1,500

～1,999円

2,000

～2,499円

2,500

～2,999円

3,000

～3,499円

3,500

～3,999円

4,000

～4,499円

4,500

～4,999円

5,000

～5,499円

5,500

～5,999円

6,000

～6,499円

6,500

～6,999円

7,000

～7,999円

8,000円

以上

妥結額の分布

0 10 20 30 40 50 60 70

0.2%未満

0.2

～0.6％未満

0.6

～0.8％未満

0.8

～1.0％未満

1.0

～1.2％未満

1.2

～1.4％未満

1.4

～1.5％未満

1.5

～1.6％未満

1.6

～1.7％未満

1.7

～1.8％未満

1.8

～2.0％未満

2.0

～2.2％未満

2.2

～2.4％未満

2.4

～2.6％未満

2.6％以上

アップ率の分布

(社)

(社)
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～　全国加重平均額は961円に　～

令和４年度地域別最低賃金改正の答申状況について

　厚生労働省は8月23日、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和４年
度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめ、発表した。
　最低賃金の引上げ額（全国加重平均）は31円で、47都道府県で30円～33円の引上げで答申された。
この結果、全国の加重平均額は961円となった。
　改正後の最も高い最低賃金は東京都の1,072円、最も低いのは青森県はじめ愛媛県を含む10県で853
円であった。また、引上げ幅が最も大きいのは島根県はじめ５県の33円で、愛媛県は32円引き上げら
れ853円となった。
　答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申し出に関する手続きを経たうえ
で、都道府県労働局長の決定により、10月１日から10月20日までの間に順次発効される予定となって
いる。

（表）　令和４年度改正後の最低賃金と引上げ額　� （単位：円）

順位 都道府県名 最低賃金 引上げ額 順位 都道府県名 最低賃金 引上げ額
１ 東 　 京 1,072 31 25 新 　 潟 890 31
２ 神 奈 川 1,071 31 26 和 歌 山 889 30
３ 大 　 阪 1,023 31 27 福 　 井 888 30
４ 埼 　 玉 987 31 27 山 　 口 888 31
５ 愛 　 知 986 31 29 宮 　 城 883 30
６ 千 　 葉 984 31 30 香 　 川 878 30
７ 京 　 都 968 31 31 福 　 島 858 30
8 兵 　 庫 960 32 32 島 　 根 857 33
９ 静 　 岡 944 31 33 徳 　 島 855 31
10 三 　 重 933 31 34 山 　 形 854 32
11 広 　 島 930 31 34 大 　 分 854 32
12 滋 　 賀 927 31 34 岩 　 手 854 33
13 北 海 道 920 31 34 鳥 　 取 854 33
14 栃 　 木 913 31 38 青 　 森 853 31
15 茨 　 城 911 32 38 秋 　 田 853 31
16 岐 　 阜 910 30 38 愛 　 媛 853 32

17 富 　 山 908 31 38 高 　 知 853 33
17 長 　 野 908 31 38 佐 　 賀 853 32
19 福 　 岡 900 30 38 長 　 崎 853 32
20 山 　 梨 898 32 38 熊 　 本 853 32
21 奈 　 良 896 30 38 宮 　 崎 853 32
22 群 　 馬 895 30 38 鹿 児 島 853 32
23 岡 　 山 892 30 38 沖 　 縄 853 33
24 石 　 川 891 30 全国加重平均 961 31



愛　　　媛　　　経　　　協

－ 8 －

厚生労働省では、このほど、令和３年「労働争議統計調査」の結果を取りまとめましたので公表

します。

この調査は、我が国における労働争議の実態を明らかにすることを目的に、労働争議の発生状況、

争議行為の形態や参加人員、要求事項などを調査しています。本調査では、対象となる労働争議（労

働組合や労働者の団体とその相手方との間で生じた紛争）を「総争議」といい、争議行為が現実に

発生した「争議行為を伴う争議」と解決のために労働委員会等第三者が関与した「争議行為を伴わ

ない争議」とに大別しています。

【調査結果のポイント】
１ 総争議

令和３年の件数は 297 件（303 件）で、総争議件数は令和元年に次いで過去２番目に低く、減
少傾向である。

【９頁 第１表、第１図、15頁 附表】

２ 争議行為を伴う争議
(１) 全体では前年と比べ件数は減少したが、総参加人員及び行為参加人員は増加した。

件数 55 件（57件）
総参加人員 38,540 人（32,436人）
行為参加人員 7,858 人（6,013 人）

(２) 半日以上の同盟罷業（ストライキ）では、前年と比べて件数、行為参加人員及び労働損失
日数が減少した。

件数 32 件（35件）
行為参加人員 722人（806 人）
労働損失日数 1,388日（1,817 日）

（３）半日未満の同盟罷業（ストライキ）では、前年と比べて件数及び行為参加人員が増加した。
件数 36 件（34件）
行為参加人員 7,267 人（5,324人） 【９頁 第１表、10頁 第２表、15頁 附表】

３ 労働争議の主要要求事項
争議の主な要求事項（複数回答。主要要求事項を２つまで集計）は、「賃金」に関するもの

150 件（154件）で、総争議件数の 50.5％と最も多く、次いで「組合保障及び労働協約」に関す
るもの 137件（126件）、「経営・雇用・人事」に関するもの 96件（74 件）であった。

【13頁 第６表】

４ 労働争議の解決状況
令和３年中に解決した労働争議(解決扱い(注２)を含む)は 223 件（248 件）で、総争議件数の

75.1％であった。そのうち「労使直接交渉による解決」は 63件（61 件）、「第三者関与による解
決」は 77件（79 件）であった。

【14頁 第７表】

注 1 （ ）内は、令和２年の数値である。

注２ 不当労働行為事件として労働委員会に救済申立てがなされた労働争議、労働争議の当事者である労使間

では解決の方法がないような労働争議（支援スト、政治スト等）及び解決の事情が明らかでない労働争議
等は「解決扱い」として集計している。

令和３年「労働争議統計調査」の結果
～労働争議について、総争議件数は過去２番目に低く、減少傾向～

厚生労働省　



愛　　　媛　　　経　　　協

－ 9 －

 

結果の概要

１ 労働争議の種類別の状況

令和３年の労働争議の状況をみると、「総争議」の件数は 件、総参加人員は 人となっており、

前年に比べ、件数は６件（ ％）減、総参加人員は 人（ ％）増となった。「総争議」の件数は、

過去２番目に低く、減少傾向にある。

このうち、「争議行為を伴う争議」の件数は 件、行為参加人員は 人となっており、前年に比べ、

件数は２件（ ％）減、行為参加人員は 人（ ％）増となった。（第１表、第１図、 頁附表）

第１表 労働争議の種類別件数及び参加人員の推移

第１図 労働争議の種類別件数の推移

57 79 71 80 86 66 68 58 49 57 55

555 517
436 415

339
325 290

262
219 246 242

612 596

507 495

425
391

358
320

268
303 297

0
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300
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500
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800

平成23 24 25 26 27 28 29 30 令和元 2 3

総争議

争議行為を

伴わない争議

争議行為を

伴う争議

（件）

（年）

件　数 総参加人員 件　数 総参加人員
行為参加

人員
件　数 総参加人員

件 人 件 人 人 件 人

 平成29年 

 令和元年 

  ２

  ３

令和３年の
対前年増減率

(％)

年　次

総 争 議 争 議 行 為 を 伴 う 争 議 争議行為を伴わない争議

△2.0 △3.5 △1.6 △12.6

令和３年の
対前年増減数

(件・人)
△6 △2 △4 △3,141
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２ 争議行為を伴う争議の状況

１ 行為形態別の状況

令和３年の「争議行為を伴う争議」を行為形態別にみると、「半日以上の同盟罷業」の件数は

件、行為参加人員は 人、労働損失日数は 日となっており、前年に比べ、件数は３件（ ％）

減、行為参加人員は 人（ ％）減、労働損失日数は 日（ ％）減となった。

「半日未満の同盟罷業」の件数は 件、行為参加人員は 人となっており、前年に比べ、件数

は２件（ ％）増、行為参加人員は 人（ ％）増となった。（第２表）

第２表 争議行為を伴う争議の行為形態別件数、行為参加人員及び労働損失日数の推移

件数
行為参
加人員

労働損
失日数

件数
行為参
加人員

労働損
失日数

件数
行為参
加人員

件数
行為参
加人員

件数
行為参
加人員

件 人 日 件 人 日 件 人 件 人 件 人

 平成29年 

令和元年

  ２

  ３

△3 △84 △429

△8.6 △10.4 △23.6 … … … … … … …

令和３年の
対前年増減率

(％)

年　次

半日以上の同盟罷業 作業所閉鎖

令和３年の
対前年増減数
(件・人・日)

半日未満の
同盟罷業

怠業 その他
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２ 産業別の状況

令和３年の「争議行為を伴う争議」を産業別にみると、件数は「医療，福祉」 件が最も多く、次

いで「製造業」及び「教育，学習支援業」８件であった。

行為参加人員は「医療，福祉」 人が最も多く、次いで「製造業」 人、「卸売，小売業」

人であった。

労働損失日数は「運輸業，郵便業」 日が最も多く、次いで「製造業」 日、「教育，学習支援

業」 日であった。（第３表）

第３表 産業別争議行為を伴う争議の件数、行為参加人員及び労働損失日数

令和３年

件　数
行為参加

人員
労働損失

日数
件　数

行為参加
人員

労働損失
日数

件　数
行為参加

人員
件 人 日 件 人 日 件 人

農業，林業､漁業

鉱業，採石業，砂利採取業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業，郵便業

卸売業，小売業

金融業，保険業

不動産業，物品賃貸業

学術研究，専門・技術サービス業

宿泊業，飲食サービス業

生活関連サービス業，娯楽業

教育，学習支援業

医療，福祉

複合サービス事業

サービス業（他に分類されないもの

公務（他に分類されるものを除く）

分類不能の産業

注：  内は、令和２年の数値である。
  　  1 産業は、労働争議を行った組合の組合員が雇用されている事業所又は企業の産業を示し、日本標準産業分類
    　　（平成 年 月改定）の大分類に基づき、その主要生産品名又は事業の内容により決定する。
    　　「分類不能の産業」とは、１組合が複数企業の労働者で組織されており、それぞれの企業の主要生産品名又は
        事業の内容が異なる場合など、産業分類が特定できないものをいう。

「争議行為を伴う争議」には、「同盟罷業」のほかに「作業所閉鎖」、「怠業」及び「その他」の形態を含む。

計

産　　業
争議行為を伴う争議 うち半日以上の同盟罷業

うち半日未満の
同盟罷業



愛　　　媛　　　経　　　協

－ 12 －

 

３ 企業規模別（民営企業）の状況

令和３年の民営企業における「争議行為を伴う争議」をみると、争議行為を伴う争議のあった企

業数 延べ数 は 企業、行為参加人員は 人、労働損失日数は 日であった。

企業規模別にみると、企業数 延べ数 は「 ～ 人」、行為参加人員は「その他」、労働損失日

数は「 人以上」で最も多くなっている。（第４表）

第４表 企業規模別（民営企業）争議行為を伴う争議の企業数、行為参加人員及び労働損失日数

４ 主要団体別の状況

令和３年の「争議行為を伴う争議」について加盟している主要団体別に件数、行為参加人員、労働

損失日数をみると、「連合」は 件、 人、 日、「全労連」は 件、 人、 日、「全労協」

は２件、 人、 日であった（第５表）。

第５表 主要団体別争議行為を伴う争議の件数、行為参加人員及び労働損失日数

令和３年

 企業数

延べ数

行為参加

人員

労働損失

日数

企業数

延べ数

行為参加

人員

労働損失

日数

企業数

延べ数

行為参加

人員

企業 人 日 企業 人 日 企業 人

人 以上

　 ～ 人

　 ～ 人

　 人 以下

  そ  の  他

注：  １組合が複数企業の労働者で組織されている合同労組については、１合同労組を１企業として計上し、企業規模別には、１つの企業のみを

 　 相手に交渉をしている場合には、当該企業の企業規模により計上し、複数企業を相手に交渉をしている場合には、「その他」に計上している。

 　　 　 内は、令和２年の数値である。

　　　 　企業規模は、企業の全常用労働者数による。

　　　 　「争議行為を伴う争議」には、「同盟罷業」のほかに「作業所閉鎖」、「怠業」及び「その他」の形態を含む。

　企業数 延べ数 は、労働争議を行った組合の組合員が雇用されている企業を集計したものである。

　　　  　なお、１件の争議でも複数企業に及ぶもの（企業外連合）は、争議の対象となったすべての企業について、企業規模別に計上し、 企業に

        おいて複数の争議があった場合は、争議ごとに計上して集計している。

計

企業規模

争議行為を伴う争議 うち半日以上の同盟罷業 うち半日未満の同盟罷業

令和３年

件　数
行為参加

人員
労働損失

日数
件　数

行為参加
人員

労働損失
日数

件　数
行為参加

人員
件 人 日 件 人 日 件 人

計

連　  合  

全 労 連  

全 労 協  

その他

注：  (　)内は、令和２年の数値である。
      1) 複数の団体に重複加盟している労働組合があるため、件数、行為参加人員、労働損失日数の計とそれぞれの加盟主要団体の数値の合計とは
       必ずしも一致しない。
      2) 「その他」とは、連合、全労連及び全労協に加盟していない労働組合をいう。
      3) 「争議行為を伴う争議」には、「同盟罷業」のほかに「作業所閉鎖」、「怠業」及び「その他」の形態を含む。

主要団体
争議行為を伴う争議 うち半日以上の同盟罷業 うち半日未満の同盟罷業
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３ 労働争議の主要要求事項別の状況

令和３年の「総争議」の件数を要求事項別（複数回答。主要要求事項を２つまで集計）にみると、「賃

金」に関する事項が 件（総争議件数の ％）と最も多く、次いで「組合保障及び労働協約」に関

する事項が 件（同 ％）、「経営・雇用・人事」に関する事項が 件（同 ％）であった（第

６表）。

第６表 労働争議の主要要求事項別件数及び構成比

対前年差
対前年
増減率

件 件 ％ 件 ％ ％

計 △　6 △ 2.0

組合保障及び労働協約

　組合保障及び組合活動

　労働協約の締結､改訂及び効力

賃金 △　4 △ 2.6

　賃金制度 △　5 △ 27.8

　賃金額（基本給・諸手当）の改定

　賃金額（賞与・一時金）の改定 △　9 △ 20.9

　個別組合員の賃金額

　退職金（退職年金を含む） △　1 △ 11.1

　その他の賃金に関する事項

賃金以外の労働条件 △　4 △ 11.4

　所定内労働時間の変更 △　1 △ 50.0

　所定外・休日労働 …

　休日・休暇（週休二日制、連続休暇を含む）

　その他の労働時間に関する事項

　育児休業制度・介護休業制度・看護休暇制度 …

　教育訓練 …

　職場環境・健康管理 △　10 △ 34.5

　福利厚生

経営・雇用・人事

　解雇反対・被解雇者の復職

　事業の休廃止・合理化 △　2 △ 66.7

　人事考課制度（慣行的制度を含む）

　要員計画・採用計画 △　5 △ 100.0

　配置転換・出向

　希望退職者の募集・解雇 …

　定年制（勤務延長・再雇用を含む）

　パートタイム労働者・契約社員・派遣労働者の活用 …

　パートタイム労働者・契約社員の労働条件
　　

　その他の経営及び人事に関する事項

その他 △　4 △ 57.1

注:　　1)　１労働争議につき労働者側から提出された要求のうち、主なもの２つまでを主要要求事項として取り上げているため、
      主要要求事項「計」（総争議件数）と個々の要求事項の数値の合計は必ずしも一致しない。
　　2)　「組合保障及び労働協約」、「賃金」等の太字で書かれている各区分の件数は、２つの主要要求事項が同一の区分内
　　　にある労働争議は１件として計上しているので、各区分内の事項の件数の合計とは必ずしも一致しない。

主要要求事項

総　争　議

件　　数 構成比

令和３年 令和２年 令和３年 令和２年
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４ 労働争議の解決状況

１ 解決方法別の状況

令和３年の「総争議」 件のうち、令和３年中に「解決又は解決扱い」になった件数は 件（総

争議件数の ％）となっており、「翌年への繰越」は 件（同 ％）であった。

解決方法をみると、「労使直接交渉による解決」が 件（解決又は解決扱い件数の ％）、「第

三者関与による解決」が 件（同 ％）、「その他（解決扱い）」が 件（同 ％）であった。

なお、「第三者関与による解決」をみると、労働委員会関与の「あっせん」が 件 同 ％ で最

も多かった。（第７表）

第７表 労働争議の解決方法別件数及び構成比の推移

２ 労働争議継続期間別の状況

労働争議の解決状況を労働争議継続期間（争議発生から解決に至るまでの日数をいう。）別にみる

と、「 日以上」が 件（解決件数の ％）と最も多く、次いで「 日～ 日」及び「 日～

日」が 件（同 ％）、「 日以内」が 件（同 ％）であった（第８表）。

第８表 労働争議継続期間別解決件数及び構成比

 

あっせん 調　停 仲　裁

件数（件）

 平成 年 

　

 令和元年 

　２

　３

構成比（％）

 平成 年 

　

 令和元年 

　２

　３
注：　 内は、「解決又は解決扱い」に占める解決方法別構成比である。
　　　 「労使直接交渉による解決」のうち、「第三者関与あり」とは、解決に至る過程においてあっせんや調停等の第三者関与があったが、
　　　　労使の直接交渉によって解決したものをいう。
　　　 「その他（解決扱い）」には、不当労働行為事件として労働委員会に救済申立てがなされた労働争議 本調査では、第三者関与による
　　　　解決に含まれない。）、労働争議の当事者である労使間では解決方法がないような労働争議（例えば、支援スト、政治スト等もここに
　　　　区分される。）及び解決の事情が明らかでない労働争議等が含まれる。

労働委員
会関与

年　次 総争議
解決又は
解決扱い

翌年
への
繰越

労使直
接交渉
による
解決

第三者
関与に

よる解決

その他
解決

扱い
第三者
関与あり

令和３年

１～５日 ６～ 日 ～ 日 ～ 日

注：  　 内は、令和２年の数値である。

解決件数（件）

構成比　（％）

計 日以内 ～ 日 ～ 日 日以上



愛　　　媛　　　経　　　協

－ 15 －
 

附表 総争議、争議行為を伴う争議、半日以上の同盟罷業及び半日未満の同盟罷業の件数の推移
（単位：件）

総争議 争議行為を伴う争議 半日以上の同盟罷業 半日未満の同盟罷業

昭和 年 （ ）      … 
　 （ ）      … 
　 （ ）     … 
　 （ ）      … 
　 （ ）      … 
　 （ ）      … 
　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

平成元  （ ）

　２ （ ）

　３ （ ）

　４ （ ）

　５ （ ）

　６ （ ）

　７ （ ）

　８ （ ）

　９ （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

　 （ ）

令和元  （ ）

　２ （ ）

　３ （ ）

年

注：令和３年と調査項目の定義が同一で比較可能な昭和 年以降の数値を掲載した。

昭和 年以前は、「半日未満の同盟罷業」は調査していない。

昭和 年以前については沖縄県の分は含まない。

争議行為を伴う争議の行為形態は「半日以上の同盟罷業」と「半日未満の同盟罷業」の他に「作業所閉鎖」、「怠業」、「その他」が

あること、また、「半日以上の同盟罷業」と「半日未満の同盟罷業」の両方を伴う争議の場合は、それぞれの形態で計上していることか

ら、計と両形態の合計は一致しない場合がある。



愛　　　媛　　　経　　　協

－ 16 －

【事件の概要】
　本件は、被控訴人（原審被告）と平成４年４
月１日に無期雇用契約を締結し、同22年９月か
ら保険担当の広域インストラクター（管轄区域
の郵便局を訪問して窓口社員に保険営業の技
術、知識を指導する立場にあり、一般の営業イ
ンストラクターとは業務が異なる。）を務めて
いた控訴人（原審原告）が、平成27年６月12日
から同28年12月28日までの間、100回にわたり
指導目的で管轄区域内の郵便局に出張したとこ
ろ、社用車で出張したにもかかわらず公共交通
機関を利用したものとして旅費を請求（95回）、
クオカード代金や駐車料金が上乗せされた宿泊
プランを利用しながら、これを告げずに、ある
いはまとめて宿泊料と表示された領収書を発行
させる等して、全額を旅費として請求（いずれ
も数回）等といった形で、旅費合計194万9,014
円のうち金52万1,400円及びクオカード代２万
1,000円を不正に受給したことから、同様の不
正行為を行った広域インストラクター２名と共
に平成30年３月に懲戒解雇された（なお、同様
の行為を行った営業インストラクターは減給～
停職処分とされた。）事案である。
　原審は、故意に旅行手段や宿泊料金を偽り、
容易に判明しないようにしたこと、回数からし
て常習性があること、不正金額も50万円を超え
ていること、営業インストラクターについては
控訴人と異なり指導的立場になく、事案として

も被害金額や回数の点で相違があるから、その
処分の軽重が均衡を欠くとは言えないこと等を
理由として、懲戒解雇を有効と判断していた。

【判決の要旨】
　控訴人と、停職３か月とされた営業インスト
ラクターを比較すると、不正請求の期間は約１
年６か月と約３年６か月、不正請求の回数は
100回と247回、非違行為による旅費の額は194
万9,014円と41万2,550円、正当な旅費との差額
は54万2,400円と27万6,820円であり、控訴人の
方が非違行為による旅費の額や正当な旅費との
差額は大きいが、不正請求に及んでいた期間や
回数は少ない。
　また、非違行為１回あたりの不正受給額は
5,000円程度であること、出張時の疲労や翌日
の予定を考慮しての宿泊は全くの私用と言えな
いこと、不正金額は懇親会等の飲食代に充てら
れたところ、同会合も業務の延長という意味合
いを有することから、非違行為の態様は、両者
で同程度と言える。
　このほか、控訴人が指導的立場にあったこと
からすれば、非違行為の程度は軽くないもの
の、他方で他の営業インストラクターも同様の
不正を繰り返しており、被控訴人の支給事務に
も杜撰な面があったこと、控訴人に懲戒処分歴
がなく優秀であったこと、利得額は全額返還し
ていること等にも鑑みると、控訴人を懲戒解雇
とすることは、３か月の処分を受けた者との関
係で処分の均衡を欠くと言わざるを得ない。
　以上より、懲戒解雇処分は無効である。

【経団連　労働法制本部】
　　詳細については、経団連出版刊「労働経済

判例速報2475号」をご参照ください。

最 近 の 労 働 判 例 か ら

【日本郵便事件】
（札幌高裁　令和３・11・17判決）

▼「旅費の不正受給を理由とする懲戒解雇を有効とし

た原判決を取り消し、解雇が無効とされた例」▼
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【事件の概要】

　原告は、平成26年４月に総合職正社員として

被告会社に入社したが、平成27年8月頃以降、

職場で頻繁に泣き出すようになった。同年12月

18日に被告会社が両親との面談を設定し、原告

も途中から同席したが、突如、自席に戻って涙

を流して身体を硬直させ、問いかけにも全く動

かない状態となった。翌19日に原告はクリニッ

クを受診して「適応障害」の診断を受けた。

　年休取得及び病気欠勤を経て、原告は私傷病

休職に入ったが、被告会社は、休職期間満了日

の時点で原告は復職可能な状態にあるとは認め

られないと判断し、平成30年10月31日をもって

自然退職とした。その際、被告会社は「業務の

遂行に必要とされるコミュニケーション能力、

社会性等を欠く状態となり、上司の指示及び指

導に従わないなど業務に支障を来たす状況」が

改善しなかったことを理由としていた。

　原告は、適応障害は回復しており自然退職は

無効として、雇用契約上の地位確認等を求めて

提訴した。

【判決の要旨】

　発症前の職務遂行のレベルの労働を提供する

ことに支障がない程度まで症状が軽快したもの

の、傷病とは別の事情により、職務を通常程度

に行える状態に至っていないようなときは、休

職期間満了により自然退職とすることはできな

い。

　原告の休職は、適応障害による各症状（泣い

て応答ができないなど）を療養するためのもの

であって、入社当初から有していた行動特性

（職場内で馴染まず一人で行動することが多い、

上司の指示に従わず無届残業を繰り返すなど）

については、休職の直接的理由ではない。

　産業医が復職可能と判断した平成29年７月28

日には、適応障害による健康状態悪化が解消さ

れていたと認めるのが相当である。被告会社が

指摘するコミュニケーション能力や社会性の問

題については、休職理由である適応障害から症

状とは区別される本来的な人格構造又は発達段

階での特性が含まれているところ、それら休職

理由に含まれない事由で、解雇権濫用法理の適

用を通さずに休職期間満了により自然退職とす

ることはできない。自然退職は無効であり、原

告の地位確認等の請求には理由がある。

【経団連　労働法制本部】

　　詳細については、経団連出版刊「労働経済

判例速報2483号」をご参照ください。

【シャープＮＥＣディスプレイ
ソリューションズ事件】

（横浜地裁　令和３・12・23判決）

▼「休職理由に含まれない事由での休職期間満了

による自然退職が認められないとされた例」▼
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概　要
　性別：男性
　年齢：32歳

　生来几帳面な性格で頑張り屋だが少し気の弱い
ところがありました。国立大学中退後、金属部品
製造会社に入社しました。２年前営業係長に昇進
したのですが思ったほど成績が上げられず次第に
焦りを感じるようになっていました。１年ほど前
より「全身倦怠感」「不眠」が出現。半年ほど前
からは通勤途中で頭痛が出現し、しかも会社が近
づくにつれて次第に悪化、やがてほぼ毎日出現し
て嘔

はき

気
け

も伴うようになってきました。そのため出
勤途中で休息をとらざるを得なくなり、会社は遅
刻がちとなりました。一度内科を受診したので
すが頭部CTなどに異常は認められませんでした。
ある日いつものように車で出勤したのですが出
社せずそのまま消息不明となってしまいました。
４日後の未明、約1,000㎞離れたA県の某海岸で、
車の中でボーッとしているところを発見され警察
に通報、保護されました。この間のことを本人は
よく覚えており、「会社近くになるといつものよ
うに頭痛が激しくなってきたが、その時何となく
フラーッと遠くへ行ってみたくなった。そう思う
と頭痛も嘔気も無くなった」「とにかく現実から
逃げ出したかった」と話しました。産業医に相談
のうえ、精神科を受診、とりあえず約１か月休職
しました。やがて症状も無くなり復職しました
が、本人とも相談の上、復職後は営業係から倉庫
管理係に配置換えとなりました。その後は通常に
勤務できています。

ポイント
　この症例は、昇進後思ったほどの成績が上げら
れず軽いうつ状態に陥っていったものと考えられ
ます。出勤途中で頭痛や嘔気が出現するようにな
り遅刻がちとなりましたが、これは出社拒否症状
で、その後出勤途中で行方不明（遁走）になると
いった現実逃避行動に至ったと言えます。一般に
うつ状態の初期にみられる症状が「不眠」、「全身
倦怠感」、「だるさ」などで、遅刻が目立ってくる
のは出社拒否症の初期症状としてしばしばみられ
るものです。いずれにしてもこのような日常行動
の変調は家人や同僚、上司らに気付かれているこ
とが比較的多く、この事例でも、このような時点
で家族や同僚あるいは上司から何らかの働きかけ
ができていれば大事には至らなかった可能性があ
ります。したがってこの職場では、そのような目
でお互いを見合えるだけのメンタルヘルス教育が
なされていなかったことに問題があったと言えま
しょう。

　ところで今回のような症例の場合には、けっし
て叱咤激励したり出社を強要せず、とりあえず休
養させることが最も重要です。その間にカウンセ
リングや精神科を受診させ、自分の性格を充分に
洞察させ価値観を転換させるようにしてくださ
い。そして、復職後は過大な心的ノルマを課さず、
場合によっては降格人事をしてでも身体を使う比
較的単純で軽微な作業の部署に配置換えするほう
が良いこともあります。また大切なことは、周囲
の者が復職者に対して偏見や先入観を持たず、奇
異の目で見ることなく暖かく受け入れ、通常どお
りに接すること、そのようなメンタルヘルス教育
を行うことが重要でしょう。

 （厚生労働省「こころの耳」より掲載）

メンタルヘルス

昇進により軽いうつ状態となり、やがて遁走（行方不明）
に至った事例

事例紹介
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◇お知らせ

　○　女性リーダーズクラブセミナー
　　　　次のとおり開催いたします。
　　　　事前申し込みが必要です。ぜひ、お申込みのうえご出席ください。（締切９月28日㈬：参加無料）
　　１．日　時　　令和４年10月５日㈬　14：00～15：30
　　２．場　所　　ＡＮＡクラウンプラザホテル松山　南館４Ｆエメラルドルーム
　　３．演　題　　「女性活躍が地域や組織を変える
　　　　　　　　　　～トップも社員も考動する、女性活躍の本気～」
　　４．講　師　　㈱パソナフォスター　代表取締役社長　長畑久美子　氏
　　５．定　員　　100名程度（先着順）
　　　
　○　「令和４年度　年末賞与・一時金の調査」について
　　　　愛媛県経営者協会では、例年実施しております「年末賞与・一時金の調査」を今年度も行います

ので、ご協力をお願いいたします。
　　１．調査時期　　令和４年11月～12月
　　２．調査対象　　会員企業
　　３．調査方法　　依頼書・回答用紙をＦＡＸ、電子メールで送付いたしますので回答をお願いします。

　○　第３回労務会議
　　　　次のとおり開催いたします。　
　　　　９月下旬頃ご案内いたしますので、ぜひご出席ください。
　　１．日　時　　令和４年11月8日㈫　13：30～15：00
　　２．場　所　　えひめ共済会館　４Ｆ　豊明
　　３．演　題　　「ストレスに立ち向かうメンタルタフネスとは」
　　４．講　師　　㈱グッドコミュニケーション　代表取締役　中田　康晴　氏
　　　
　○　第４回労務会議
　　　　次のとおり開催いたします。
　　　　10月下旬頃ご案内いたしますので、ぜひご出席ください。
　　１．日　時　　令和４年12月７日㈬　13：30～15：00
　　２．場　所　　Web開催（Zoomによるウェビナー形式のライブ配信）
　　３．演　題　　「中小企業のためのSDGs経営と持続可能な組織づくり」
　　４．講　師　　木村社会保険労務士事務所　社会保険労務士　木村　倫人　氏
　　　
　○　冬季講演会
　　　　次のとおり開催いたします。
　　　　11月上旬頃ご案内いたしますので、ぜひご出席ください。
　　１．日　時　　令和４年12月23日㈮　13：30～15：00
　　２．場　所　　東京第一ホテル松山　２Ｆ　コスモゴールド
　　３．演　題　　「未定」
　　４．講　師　　一般社団法人　認知行動療法研修開発センター　理事長
　　　　　　　　　ストレスマネジメントネットワーク　代表　大野　　裕　氏

　　　電子メールでの会議案内・情報提供をご希望の場合は、メールアドレスをご連絡下さい。
　　　連絡先：愛媛県経営者協会事務局
　　　　　　　　　ＴＥＬ　　０8９－９２１－６７６７
　　　　　　　　　ＦＡＸ　　０8９－９４７－６６５０
　　　　　　　　　E-mail　　ehime-keikyo-257@mf.pikara.ne.jp
　　　　　　　　　ＵＲＬ　　https：//ehimekeikyo.jp/

　新規会員の加入促進を展開中です。組織・基盤の強化と発展のため、新しい会員をご紹介下さい。

会員募集のご案内

事 　 務 　 局 　 だ 　 よ 　 り
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◇経協日誌（令和４年７月～８月）

月日（曜） 会 議 ・ 大 会 等 名 称 場　　　　所 出　　席　　者

７月６日㈬ 女性リーダーズクラブ 第１回定例会 コムズ松山市男女共
同参画推進センター

22名

19日㈫ 第１回労務会議 えひめ共済会館 27名

　「コロナ禍での働き方改革　課題とその対応」　
（出席会員企業名）
（東予）住友共同電力㈱、森実運輸㈱
（中予）井関農機㈱、㈱伊予鉄グループ、㈱伊予鉄髙島屋、㈱愛媛銀行、
　　　 （公財）愛媛県総合保健協会、㈱愛媛新聞社、愛媛綜合警備保障㈱、
　　　 愛媛トヨペット㈱、関西運送㈱、㈱キクノ、四国医療サービス㈱、
　　　 四国電力㈱愛媛支店、シブヤ精機㈱、㈲大豊陸送、南海放送㈱、㈱フジ
（南予）㈱シンツ
（共催団体）（公財）産業雇用安定センター愛媛事務所

22日㈮ 愛媛県労働委員会総会 県庁・オンライン会
議

伊勢家、柴田、本田、植村、
専務

22日㈮ ねんりんぴっく愛顔のえひめ2023実行
委員会 総会

書面開催

　25日㈪ 愛媛地方最低賃金審議会小委員会 松山若草合同庁舎 専務

26日㈫ 愛媛県独立行政法人・高齢・障害・求
職者雇用支援機構運営協議会

愛媛職業能力開発促
進センター

専務

27日㈬ 経団連　地方・業種団体情報連絡会 オンライン会議 専務

8月１日㈪ 愛媛地方最低賃金審議会 松山若草合同庁舎 専務

１日㈪ 愛媛地方最低賃金審議会専門部会 松山若草合同庁舎 専務

５日㈮ 愛媛地方最低賃金審議会専門部会 松山若草合同庁舎 専務

8日㈪ 愛媛地方最低賃金審議会専門部会 松山若草合同庁舎 専務

９日㈫ 愛媛地方最低賃金審議会 松山若草合同庁舎 専務

９日㈫ 愛媛地方最低賃金審議会専門部会 松山若草合同庁舎 専務

19日㈮ 愛媛地方最低賃金審議会小委員会 松山若草合同庁舎 専務

22日㈪ 愛媛地方最低賃金審議会小委員会 松山若草合同庁舎 専務

25日㈭ 愛媛地方最低賃金審議会 松山若草合同庁舎 専務

　　26日㈮ 愛媛県労働委員会総会 県庁・オンライン会
議

伊勢家、柴田、本田、植村、
専務
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愛媛労働局からのお知らせ

 

 

愛媛労働局からのお知らせです。 

 

 

令和４年 10 月 31 日（月）は、労働保険（労災保険・雇用保険）料の第２期分の納付期限と

なっています。 

事業主の皆様へは、令和４年 10 月 20 日頃に納付書をお届けしますので、最寄りの金融機

関での納付をお願いします。 

   

御不明な点等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

  問合せ先：松山市若草町４－３ 

愛媛労働局労働保険徴収室 （℡０８９－９３５－５２０２） 
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育児・介護休業法 改正第２弾

産後パパ育休
育休分割取得
準備は万全ですか︖

産後パパ育休（R4.10.1〜）
育休とは別に取得可能

育児休業制度
（R4.10.1〜）

育児休業制度
（現⾏）

対象期間
取得可能日数

子の出生後８週間以内に
４週間まで取得可能

原則子が１歳
（最⻑２歳）まで

原則子が１歳
（最⻑２歳）まで

申出期限
原則休業開始２週間前まで
（労使協定により２週間超から１か
月前までとすることも可能）

原則１か月前まで 原則１か月前まで

分割取得 分割して２回取得可能
（初めにまとめて申し出ることが必要）

分割して
２回取得可能
（取得の際にそれぞれ申出）

原則分割不可

休業中の就業
労使協定を締結している場合に
限り、労働者が合意した範囲で
休業中に就業することが可能

原則就業不可 原則就業不可

１歳以降の
延⻑

育休開始日を
柔軟化

育休開始日は１歳、
１歳半の時点に
限定

１歳以降の
再取得

特別な事情がある
場合に限り
再取得可能

再取得不可

●改正概要

令和４年
10月１日
施⾏

⺟

父

育 休

育 休

育 休

育 休

１歳６か月 ２歳
保育所に入所できない等の場合

育 休

育 休

１歳出
生

休

出生後８週

産 休

休 育 休

産後パパ育休
→新設（分割して2回取得可能）

育児休業
→夫婦ともに分割して２回取得可能

１歳以降の育児休業
→途中交代可能

●令和４年10月１日以降の働き⽅のイメージ
⼦育てを協⼒して頑張るパパママを応援︕
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取組ポイント ⼤幅に⾒直しする必要がありますので、早めに取り組みましょう。

検索愛媛労働局 公式チャンネル

育児・介護休業法や両⽴⽀援等助成⾦に関するお問い合わせは下記へ

愛媛労働局雇用環境・均等室
松⼭市若草町４番地３ 松⼭若草合同庁舎６階 電話番号 089-935-5222

就業規則の
改定

愛媛労働局では、令和４年度から
YouTubeを利用した動画配信を⾏っていま
す。
育児・介護休業法の改正についても、ポ

イントを絞った10分程度の動画で改正概要
を説明しています。
今後も様々なトピックスを取り上げる予

定ですので、この機会に是非チャンネル登
録の上、ご視聴ください︕

労使協定の
締結

次の場合は労使で協議して労使協定を締結しましょう︕
・一定範囲の者を出生時育児休業の対象から除外する場合
・出生時育児休業の申出期限を２週間を超え１か月前まで
とする場合

・出生時育児休業期間に就業可能とする場合

★就業規則や労使協定の内容、育児休業に関する⽀援措置等については、労働者に十分に周知し、
円滑な制度の運用に努めましょう︕
★従業員の仕事と家庭の両⽴⽀援にあたっては、両⽴⽀援等助成⾦をぜひご活用ください︕

愛媛労働局公式チャンネル（YouTube）配信中︕

出生時育児休業、育児休業の分割取得等に対応するよう就業
規則（育児・介護休業等に関する規則）を⾒直しましょう︕

＜厚生労働省ホームページに掲載しています＞
●育児休業制度等の研修資料、相談窓⼝や制度の周知⽂、意向確認書等の様式例
●育児・介護休業等に関する規則の規定例
●育児・介護休業等に関する労使協定の例 等 検索厚労省 育児介護

令和４年10月１日から雇⽤保険の育児休業給付制度や、育児休業期間中の社会
保険料免除の制度も変わります︕
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●働き方・休み方改善ポータルサイト　https://work-holiday.mhlw.go.jp/

厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署

年次有給休暇取得促進特設サイト

働き方の新しいスタイル

テレワークや
ローテーション勤務

時差通勤で
ゆったりと

オフィスは
ひろびろと

会議は
オンライン

対面での打合せは
換気とマスク

●「年次有給休暇の計画的付与制度」を導入しましょう。
●年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式を活用すれば休暇の分散化にもつながります。

新しい働き方・休み方を実践するために
 年次有給休暇 を上手に活用しましょう

10月は「年次有給休暇
 取得促進期間」です。
10月は「年次有給休暇
 取得促進期間」です。

年休取得促進
特設サイト
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年次有給休暇を土日と組み合わせると、連続休暇になります。
また、      点囲みのような日に年次有給休暇をさらに組み
合わせること（プラスワン休暇）も考えられます。

例えば、毎週金曜日に
年次有給休暇の計画的付与を活用すると？

1）年次有給休暇付与計画表による
　 個人別付与方式の導入例

2330 2431

2022年１０月
日 月 火 水 木 金 土

3

10

17

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

Aさんの
計画年休

Bさんの
計画年休

年休の計画的付与期間

この期間に個人ごとに
計画年休を取得

スポーツの日 プラスワン休暇

　「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年
次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残
りの日数について、労使協定を結べば、計画的
に休暇取得日を割り振ることができる制度で
す。この制度の導入によって、休暇の取得の確
実性が高まり、労働者にとっては予定していた
活動が行いやすく、事業主にとっては計画的
な業務運営に役立ちます。

年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。
労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立ちます。

 年次有給休暇 を

新しい
働き方・休み方を
実践するために

上手に
活用しましょう。

労働基準法が改正され、2019年4月から年5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。

年次有給休暇の計画的付与制度を
導入しましょう。

時間単位の年次有給休暇を活用しましょう。

2）日数 付与日数から５日を除いた残りの日数を計画的付与の対象にできます。

年次有給休暇の付与日数が10日の労働者 年次有給休暇の付与日数が20日の労働者

◎前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越し分を含めた付与日数から５日を引いた日数を計画的付与の対象とすることができます。

●就業規則や労使協定のモデルは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧ください。

注）時間単位の年次有給休暇の取得分については、確実な取得が必要な 5日間から差し引くことはできません。

例 1 例 2

5日 5日 15日 5日
事業主が計画的に付与できる 労働者が自由に取得できる 事業主が計画的に付与できる 労働者が自由に取得できる

3）活用方法
方式 年次有給休暇の付与の方法 適した事業場、活用事例

企業、事業場の実態に合わせたさまざまな付与の方法があります。

全従業員に対して同一の日に付与

班・グループ別に交替で付与

個人別に付与

製造部門など、操業を止めて全従業員を休ませることのできる事業場などで活用

流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業、事業場などで活用

年次有給休暇付与計画表により各人の年次有給休暇を指定

一斉付与方式
交替制付与方式
個人別付与方式

〈労使協定で定める事項〉
① 時間単位年休の対象労働者の範囲
　  対象となる労働者の範囲を定めてください。一部の者を対象外と  
　  する場合には、「事業の正常な運営を妨げる場合」 に限られます。
② 時間単位年休の日数
　  １年５日以内の範囲で定めてください。

③ 時間単位年休１日分の時間数
　  １日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを定めて
　  ください。１時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてく
　  ださい。（例）所定労働時間が１日７時間30分の場合は８時間となります。
④ １時間以外の時間を単位として与える場合の時間数
　  ２時間単位など１日の所定労働時間数を上回らない整数の時間単位を
　  定めてください。
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※「生産性」とは、企業の決算書類から算出した労働者１人当たりの付加
価値を指します。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性
と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水
準を超えている場合等に、加算して支給されます。

事業場内最低賃金 円未満の事業場も賃
金引き上げ労働者数 人以上の助成上限
額区分を利用できます。

特例対象事業者の追加

「原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因に
より利益率※が前年同月に比べ３ ポイント以上低下した事業
者」を特例の対象事業者に追加します。
※売上高総利益率または売上高営業利益率（申請前３か月のうちの任意の か月の
総利益または営業利益の金額を売上高で除した率）

売上高等が減少している
事業者の要件緩和

「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少して
いる事業者」の要件を緩和します。
・売り上げ減少幅 ：「 ％」→「 ％」
・売上高の比較対象期間：「 年前まで」→「 年前まで」

助成上限区分の緩和 いずれかの要件を満たす事業者は賃金引き上げ労働者数
人以上の助成上限額区分を利用できます。

助成対象経費の要件緩和
特例で助成対象経費となる自動車の要件を緩和します。

「定員 人以上」→「定員 人以上又は車両本体価格 万
円以下」

事業場内最低
賃金 助 成 率

生産性※要件を
満たした事業者

の助成率

円以上

円以上
円未満

円未満

交付申請書・事業実施計画
などを事業場所在地を管轄
する都道府県労働局に提出

交付決定後、提出
した計画に沿って
事業実施

労働局に事業実施
結果を報告

助成金支給までの流れ

審査・
交付決定

支
給

業務改善助成金（通常コース）のご案内
「原材料高騰により利益が減少した事業者」への特例拡大など制度が充実します
業務改善助成金（通常コース）は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）の引き上げ、設備投
資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。新型コロナウイルス
感染症の影響により売上高が減少している事業者に対しては、助成対象経費が拡大される特例が設けら
れています。

審査

２．最低賃金が低い事業者への助成率が引き上げられます

１．原材料高騰等の要因により利益が減少した事業者に特例が適用されます
新型コロナの影響で売上高等が減少した事業者が特例を受けやすくなります

拡充のポイント

事業内最低賃金
引き上げ

原材料費の高騰などで利益が減少した事業者に、特例を適用するなど、拡充を行いましたので、ぜひご
活用ください。

設備投資等
機械設備、コンサルティング
導入、人材育成・教育訓練

費用の一部
を助成

事業場内最低
賃金 助 成 率

生産性※要件を
満たした事業者

の助成率

９００円以上

９００円未満
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※申請期限：令和５年１月 日

コース区分 引き上げ額 引き上げる労働者数 助成上限額 助成対象事業場

円コース 円以上

１人 ３０万円

以下の要件を両方満
たす事業場

• 事業場内最低賃金
と地域別最低賃金
の差額が 円以内

• 事業場規模 人
以下

２～３人 ５０万円
４～６人 ７０万円
７人以上 １００万円
人以上※ １２０万円

円コース 円以上

１人 万円
２～３人 万円
４～６人 万円
７人以上 万円
人以上※ 万円

円コース 円以上

１人 万円
２～３人 万円
４～６人 万円
７人以上 万円
人以上※ 万円

円コース 円以上

１人 万円
２～３人 万円
４～６人 万円
７人以上 万円
人以上※ 万円

働き方改革推進支援資金
日本政策金融公庫では、事業場内最低賃金の引き上げに取り組む方に、設備資金や
運転資金の融資を行っています。
詳しくは、事業場がある都道府県の日本政策金融公庫の窓口にお問い合わせください。

• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
• 事業完了の期限は、令和５（ ）年３月 日です。

日本政策金融公庫
店舗検索ページ

（ ９ １）

※ 人以上の上限額区分は、以下の①、②または③のいずれかに該当する事業場が対象となります。
①賃金要件：事業場内最低賃金 円未満の事業場
②生産量要件：

売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近３か月間の月平均値が前年、前々年または３年前の同じ月に比べて、
％以上減少している事業者

③物価高騰等要件：
原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前３か月間のうち任意の１月の利益率が
３％ポイント以上低下している事業者

各コースの概要

注意事項

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

業務改善助成金についてご不明な点は、下記のコールセンターまでお問い合わせください。
業務改善助成金コールセンター
電話番号： （受付時間 平日 ～ ）

その他詳細は厚生労働省ウェブサイトをご覧ください 業務改善助成金 検 索

お問い合わせ
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業務改善助成金（特例コース）のご案内
対象期間延長とともに

「原材料高騰により利益が減少した事業者」も助成対象になりました

• 申請日までに賃金の引き上げを完了している必要があります。
• 賃金引き上げ額が 円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行い、その差額が支払われた

場合は 円以上の引き上げがされたものとして取り扱います。

 就業規則等で、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定め、引き上げ後
の賃金額を支払っていること
就業規則等がない場合は､「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。

 生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと
生産性向上に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画に計上された経費（関
連する経費）がある場合は、その費用も支払う必要があります。

以下の要件をいずれも満たす必要があります。

１．申請期限と賃上げ対象期間を延長します

２．対象となる事業者を拡大し、助成率も引き上げます

『業務改善助成金特例コース』は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が 以上減少し
た中小企業事業者等を支援する助成金です。
対象期間と申請期限を延長し、原材料費の高騰などで利益率が５％ポイント以上低下した事業者を対象
に追加するなどの拡充を行いましたので、ぜひご活用ください。

変 更 前 変 更 後

申請期限 令和４年７月 日まで 令和５年１月 日まで

賃 上 げ
対象期間

令和３年 月 日から
令和３年 月 日まで

令和３年７月 日から
令和４年 月 日まで

支給要件

 以下の①または②のいずれかを満たす事業者であること
① 新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高または生産量等を示す指標が、比較対象期間より ％以上

減少している事業者
・比較する売上高等の生産指標：令和３年４月～令和４年 月の間の連続した任意の か月間の平均値
・比較対象期間：前年、前々年または３年前の同期
② 原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により令和３年４月から令和４年 月のうち

任意の１月における利益率が５％ポイント以上低下した事業者
 令和３年７月 日から令和４年 月 日までの間に、事業場内最低賃金を 円以上引き上げること

引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が 円以内の事業者に限ります。

以下の要件をいずれも満たす必要があります。対象となる事業者（事業場）

助成対象事業者
の追加

「原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により利益率※が前
年同月に比べ５％ポイント以上低下した事業者」を追加します。
※売上高総利益率または売上高営業利益率（令和３年４月から令和４年 月のうち、任意
の１か月の総利益または営業利益の金額を売上高で除した率）

売上高等の
比較対象期間

見直し

売上高等が 以上減少した事業者の売上高等の比較対象期間を見直します。
見直し前：令和３年４月から［令和３年 月まで］
見直し後：令和３年４月から［令和４年 月まで］

※比較対象期間を２年前まで→３年前までに変更

助成率の
引き上げ

【一律 】を､事業場内最低賃金額が 円未満の事業者は【 】に
引き上げます。

拡充のポイント
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（ ９ １）

引き上げる
労働者数 上 限 額

人 万円

人～ 人 万円

人～ 人 万円

人以上 万円

助成金の要綱・要領や、申請書の様式、記載例等はウェブサイトからダウンロードできます。

特例コースの概要

参考
日本政策金融公庫では､事業場内最低賃金の引
き上げに取り組む方に対して、設備資金や運転
資金の融資を行っています。
詳しくは、事業場がある都道府県の日本政策金
融公庫の窓口にお問い合わせください。

担当部署：
各都道府県日本政策金融公庫

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

助成額・助成率
助成額 最大 万円 ※ 対象経費の合計額×助成率

助成率
事業場内最低賃金により異なります。

円未満：４／５
円以上：３／４

生産向上等に資する
設備投資等

機械設備※１、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
※１： 、スマホ、タブレットの新規購入、乗車定員７人以上又は車両

本体価格 万円以下の自動車なども対象（自動車は乗車定員
人以上から拡充）

業務改善計画に計上された
関連する経費※２

広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設
など

※２：「関連する経費」への助成は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます

助成対象

助成金支給までの流れ

交付申請書・事業実施計画などを提出する
・提出先：事業場所在地を管轄する都道府県

労働局 雇用環境・均等部 室
・締め切り：令和５ 年１月 日 火
申請期限を延長する場合は、別途お知らせします。
予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を
終了する場合があります。

交付決定後、提出した計画に沿って取り組み
を実施
交付決定前に行った設備投資等は助成対象外です。

支給

審査

労働局に事業実施結果を報告

交付額確定後、労働局に支払い請求を提出

審査

助成額の上限

業務改善助成金についてご不明な点は、下記のコールセンターまでお問い合わせください。
業務改善助成金コールセンター
電話番号： （受付時間 平日 ～ ）

その他詳細は厚生労働省ウェブサイトをご覧ください 業務改善助成金 検 索

お問い合わせ
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、愛媛県内すべての労働者に適用される愛媛県（地域別）最低賃金額が改正されました。

改正後の愛媛県最低賃金は

今治（☎0898-32-4560）・八幡浜（☎0894-22-1750）・宇和島（☎0895-22-4655）の各労働基準監督署へどうぞ。

 最低賃金制度

最低賃金に関する特設サイト
http://pc.saiteichingin.info/

８５３１時間 円です。

ご確認ください

愛媛県最低賃金額が改正されました。
愛媛労働局

令 和 ４ 年 １ ０月 ５日
愛媛県内の使用者は、労働者に対しこの最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりませんので、ご注意ください。

「業務改善助成金」のご利用を！

使用者も､労働者も､必ず確認､最低賃金。

ウェブで最低賃金がチェックできます。

事業場内最低賃金を引き上げる場合の
助成制度があります。
詳しくは裏面をご覧ください。

検索

　 最低賃金額との比較にあたっては、①臨時に支払われる賃金、②１か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与・期末手当など）、③時間外労働・
休日労働・深夜労働に対する手当、④精皆勤手当・通勤手当・家族手当は算入されません。また、愛媛県（地域別）最低賃金より高い特定（産業別）
最低賃金が定められている業種の使用者は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。最低賃金額以上の賃金を支払わない
場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。

最低賃金についてのご相談・お問い合わせは、愛媛労働局賃金室（☎089-935-5205）又は松山（☎089-917-5250）・新居浜（☎0897-37-0151）・



愛　　　媛　　　経　　　協

－ 31 －

募集情報等提供事業者の皆さまへ

職業安定法が改正され、労働者の募集を行う際のルールが変わります。

労働者の募集ルールが変わります
改正職業安定法 （令和４）年 月１日施行

求人企業の皆さま

１ 求人等に関する情報の的確な表示が義務付けられます

正確かつ最新の内容に保つ措置
以下の措置を講じるなど、求人情報を正確・最新の内容に保たなければなりません。

対象の広告・連絡手段
新聞・雑誌・その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出・頒布、書面、ファックス、
ウェブサイト、電子メール・メッセージアプリ・アプリ等、
放送（テレビ・ラジオ等）、オンデマンド放送等

対象となる情報
広告や連絡手段を通じて提供される求人情報・求職者情報が幅広く対象となります。

令和４年 月１日以降も、現在と同様に、個別の応募者と最初に接触するまでの
時点に、労働条件を明示しなければなりません。
労働条件の明示は、求人等に関する情報の的確な表示とは別に行う必要がありま
す。

！

 募集を終了・内容変更したら、速やかに募集に関する情報の提供を終了・内容を変更する。
例：自社の採用ウェブサイト等を速やかに更新する。

 求人メディア等の募集情報等提供事業者を活用している場合は、募集の終了や内容変更を反映する
よう速やかに依頼する。

 いつの時点の求人情報か明らかにする。
例：募集を開始した時点、内容を変更した時点 等。

 求人メディア等の募集情報等提供事業者から、求人情報の訂正・変更を依頼された場合には、速や
かに対応する。

自社に関する情報
自社に関する情報についても、以下のような表示をしないようにする必要があります。

× • 上場企業でないにも関わらず、上場企業であると表示する。
• 実際の業種と異なる業種を記載する。

求人企業に対して、①求人情報や②自社に関する情報の的確な表示が義務付けられ
ます。
 虚偽の表示・誤解を生じさせる表示はしてはなりません。
 求人情報を正確・最新の内容に保つ措置を講じなければなりません。
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業 務 内 容 一般事務 …➀

契 約 期 間 期間の定めなし

試 用 期 間 試用期間あり（３か月）

就 業 場 所 本社（●県●市●－●） 又は △支社（△県△市△－△）

就 業 時 間 ～

休 憩 時 間 ～

休 日 土日、祝日（年末年始を含む）

時 間 外 労 働 あり（月平均 時間）

賃 金 月給 万円（ただし、試用期間中は月給 万円）…➁

加 入 保 険 雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険

受動喫煙防止措置 屋内禁煙

募集者の氏名または名称 ○○株式会社 …③
派遣労働者として
雇用する場合

雇用形態：派遣労働者ではない

誤解を生じさせる表示をしないための注意点
虚偽の表示ではなくとも、一般的・客観的に誤解を生じさせるような表示は、「誤解を生じさせる
表示」に該当します。例えば以下のような点に留意してください。
また、求人情報の提供の段階でも、労働条件として明示すべき項目をできる限り含めた形で提供す
ることが望ましいものです。

➀業務内容
職種や業種について、実際の業務の内容と著しく
乖離する名称を用いてはなりません。

③募集者の氏名または名称
優れた実績を持つグループ会社の情報を大きく記
載する等、求人企業とグループ企業が混同される
ような表示をしてはなりません。

➁賃 金
固定残業代を採用する場合に、基礎となる労働時
間数等を明示せず、基本給に含めて表示してはな
りません。

× 営業職中心の業務を「事務職」と表示する
× 契約社員の募集を「試用期間中は契約社員」な
ど、正社員の募集であるかのように表示する

× フリーランス（委託）の募集と雇用契約の募集
を混同する

× Ａ社のグループ会社Ｂ社の求人を、「Ａ社は高
度な エンジニアのスキルを持った方を必要と
しています。」と表示

×【給与】 万円～【モデル給与】 万円～
（社内で特に給与が高い労働者の給与を全ての
労働者の給与であるかのように例示）

○【給与】 万円～ 万円
○【給与】 万円～ 万円
【モデル給与】 万円
（同職種社員の給与の平均を例示）

×【月給】 万円
○【基本給】 万円 【固定残業代】７万円
※時間外労働の有無に関わらず、 時間分支給。

時間を超える時間外労働分についての割増
賃金は追加で支給します。

モデル収入例を、必ず支払われる基本給のように
表示してはなりません。

×
・実際に募集を行う企業と別の企業の名前で求人を掲載する。
・「正社員」と謳いながら、実際には「アルバイト・パート」の求人であった。
・実際の賃金よりも高額な賃金の求人を掲載する。

虚偽の表示の禁止
以下のような場合は虚偽の表示に該当する場合があります。
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２ 個人情報の取扱いに関するルールが新しくなります
求職者の個人情報を収集する際には、業務の目的を明らかにしなくてはなりません。
業務の目的の明示
求職者の個人情報を収集する際には、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に、
個人情報を収集・使用・保管する業務の目的を明らかにしなくてはなりません。

現在でも、求人企業は以下の職業安定法の個人情報に関する規定の対象です。

• 業務の目的の達成に必要な範囲内で、求職者の個人情報を収集・使用・保管しなくてはなり
ません。

• 業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。
• 求職者の個人情報をみだりに第三者に提供してはなりません。

業務の目的の達成に必要な範囲内
労働者の募集のために必要な範囲で求職者の個人情報を収集・使用・保管する必要があります。

！

× • グループ企業の採用の選考にも使用するにもかかわらず、「自社の採用選考のために使用します」と
表示

○ • 「当社の募集ポストに関するメールマガジンを配信するために使用します」と表示。
• 「面接の日程に関する連絡に使用します」と表示。

× • 求人と関係のないサービスに入会させるために使用する。
• 他社の採用選考のために使用する。

○ • 選考過程の分析のために個人情報を匿名化・統計処理する。
• 面接の日程に関する連絡に使用する。

さらに詳しく知るための情報
■厚生労働省ウェブサイト

（令和４）年職業安定法改正に関する情報やＱ＆Ａ、届出の記載例を公開しています。

■人材サービス総合サイト
職業紹介事業者の一覧や事業実績を公開しています。

年 月以降は、届け出た特定募集情報等提供事業者の一覧を公開します。

都道府県労働局 問い合わせ先
労働局 課 室 電話番号 労働局 課 室 電話番号 労働局 課 室 電話番号
北海道 需給調整事業課 石 川 需給調整事業室 岡 山 需給調整事業室
青 森 需給調整事業室 福 井 需給調整事業室 広 島 需給調整事業課
岩 手 需給調整事業室 山 梨 需給調整事業室 山 口 需給調整事業室
宮 城 需給調整事業課 長 野 需給調整事業室 徳 島 需給調整事業室
秋 田 需給調整事業室 岐 阜 需給調整事業室 香 川 需給調整事業室
山 形 需給調整事業室 静 岡 需給調整事業課 愛 媛 需給調整事業室
福 島 需給調整事業室

愛 知 需給調整事業第一課 高 知 職業安定課
茨 城 需給調整事業室 需給調整事業第二課 福 岡 需給調整事業課
栃 木 需給調整事業室 三 重 需給調整事業室 佐 賀 需給調整事業室
群 馬 需給調整事業室 滋 賀 需給調整事業室 長 崎 需給調整事業室
埼 玉 需給調整事業課 京 都 需給調整事業課 熊 本 需給調整事業室
千 葉 需給調整事業課 大 阪 需給調整事業第一課 大 分 需給調整事業室

東 京 需給調整事業第一課 兵 庫 需給調整事業課 宮 崎 需給調整事業室
需給調整事業第二課 奈 良 需給調整事業室 鹿児島 需給調整事業室

神奈川 需給調整事業課 和歌山 需給調整事業室 沖 縄 需給調整事業室
新 潟 需給調整事業室 鳥 取 職業安定課
富 山 需給調整事業室 島 根 職業安定課
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10月１日から令和４年度「全国労働衛生週間」が始まります 

～今年のスローガンは「あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場」～ 

 

厚生労働省及び愛媛労働局は、10月１日から７日までの１週間、 

「あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場」 

を全体スローガンとし、「全国労働衛生週間」を全国一斉に展開します。 

労働者の健康をめぐる状況については、令和３年度の過労死等事案の認定件数が全国で801

件（そのうち愛媛県では７件）となっており、過労死等を防止するためには、働き方改革の

推進と相まって、長時間労働による健康障害の防止対策及びメンタルヘルス対策の推進が重

要な課題となっています。また、新型コロナウイルス感染症による休業４日以上の労働災害

は、令和３年には全国で19,332人発生（そのうち愛媛県では134人）しており、職場におけ

る新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためには、事業場で留意すべき「取組の５つのポ

イント」をはじめ、各事業場の実態に即した感染予防対策を徹底し継続することが求められ

ています。 

そこで、令和４年度の「全国労働衛生週間」の実施に当たり、愛媛労働局では、事業場に

おける労働衛生意識の高揚と、自主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図るとともに、職

場における新型コロナウイルス感染症の感染防止に向け、感染防止対策の徹底を呼びかける

こととしています。 

具体的には、労働災害防止団体と連携した全国労働衛生週間実施要綱説明会並びに愛媛産

業安全衛生大会を３年ぶりに通常開催し、さらには各労働基準監督署による事業場に対する

パトロール等を通じて、全国労働衛生週間を契機とした労働衛生活動の推進を図ることとし

ています。 

また、全国労働衛生週間の準備期間である９月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置

付け、健康診断の適切な実施に関する啓発、指導を行うこととしています。 

各事業場では、10月1日（土）から７日（金）の全国労働衛生週間本番に向けて、９月１

日（木）から30日（金）までを準備期間として、新型コロナウイルス感染症に対する基本的

な感染防止対策に留意しながら各職場における巡視やスローガンの掲示、労働衛生に関する

講習会の実施などの取組を行うこととされています。 

 

【令和４年度（第73回）全国労働衛生週間の取組概要】 

１ スローガン 

   あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場 

２ 期間 

  10月１日から10月７日（準備期間：９月１日から９月30日） 

３ 愛媛労働局、各労働基準監督署の期間中の実施事項 

① 全国労働衛生週間説明会 

 愛媛労働局管内の各労働基準監督署では、以下の日程により説明会を開催し、全国

労働衛生週間実施要綱による実施事項のほか、「職場の健康診断実施強化月間」の取組

である健康診断の実施とその事後措置の徹底など働く人の健康確保対策等についての
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説明を行います。 

（説明会日程） 

地 域 日 時 会 場 等 

松 山 ９月９日(金)14時～ 松山市総合コミュニティセンター 

新居浜 ９月７日(水)13時30分～ あかがねミユージアム 

四国中央 ９月９日(金)13時30分～ しこちゅ～ホール 

今治 ９月20日(火)13時30分～ 今治市中央公民館 

八幡浜 ９月15日(木)13時30分～ 八幡浜市民スポーツセンター 

宇和島 ９月７日(水)13時30分～ きさいや広場市民ギャラリー 

② 愛媛産業安全衛生大会（主催：労働災害防止団体協議会、後援：愛媛労働局） 

 愛媛県下における労働災害や職業性疾病の撲滅を目的とし、安全衛生意識の醸成を

図るため、新型コロナウイルス感染症に対する感染防止対策に万全を期した上で、以

下の日程により愛媛産業安全衛生大会を開催します。 

・開催日時 令和４年10月４日（火） 13:30～16:40 

・開催場所 松山市湊町７丁目５番地 

松山市総合コミュニティセンター キャメリアホール 

・スローガン 「コロナ禍を活かして築く 新しい時代の安全衛生管理」  

・特別講演  〇部下のやる気を引き出す３つの法則 

       〇転倒災害、予防は姿勢から！ 

         （一社）日本ペップトーク普及協会元中四国ブロック代表 

             フィジカル＆メンタルコーチ（愛媛の体幹トレーナー）

                   窪田三思 氏 

③ 周知啓発 

 愛媛労働局ホームページに「全国労働衛生週間」特設ページを開設し、全国労働衛

生週間のポスター及びリーフレット、関係資料を掲載 

④ 各労働基準監督署による事業場の個別指導等の実施 

⑤ 関係団体等が行う全国労働衛生週間行事、パトロール等への参加 

 

 

【別添資料】 

資料１ 第73回 全国労働衛生週間（リーフレット） 

資料２ 職場における新型コロナウイルス感染症対策「取組の５つのポイント」（リーフレット） 

 



愛　　　媛　　　経　　　協

－ 36 －

資料１
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労 働 経 済 指 標
１．有効求人倍率

H28
年

H29
年

H30
年

H31年
R元年

R ２
年

R ３
年

Ｒ　３　年 Ｒ　４　年

8月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

愛　媛 1.40 1.51 1.61 1.64 1.33 1.28 1.30  1.29  1.31  1.32  1.35  1.34  1.33  1.34  1.40  1.44  1.44  1.46 

四　国 1.38 1.47 1.55 1.58 1.26 1.24 1.25  1.25 1.27 1.29 1.30  1.33 1.34  1.34  1.34  1.34  1.36  1.38 

全　国 1.36 1.50 1.61 1.60 1.18 1.13 1.15  1.15  1.16 1.17  1.17  1.20  1.21  1.22  1.23  1.24  1.27  1.29 

※　月数値は季節調整値。年平均は実数値。　　　　　　 （資料出所：愛媛労働局、厚生労働省）

２．消費者物価指数（総合）

H28
年

H29
年

H30
年

H31年
R元年

R ２
年

R ３
年

Ｒ　３　年 Ｒ　４　年

8月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

松山市 98.9 99.2 100.0 100.2 100.0 99.5 99.1 99.7 99.6 99.6 99.7 99.8 100.4 100.5 100.6 100.9 101.5 101.8

前　年
同月比 0.0 0.3 0.8 0.2 △0.2 △0.5 △0.9 △0.5 △0.3 △0.1 0.1 0.0 0.5 0.8 1.7 1.7 2.2 2.5

全　国 98.1 98.6 99.5 100.0 100.0 99.8 99.7 100.1 99.9 100.1 100.1 100.3 100.7 101.1 101.5 101.8 101.8 102.3

前　年
同月比 △0.1 0.5 1.0 0.5 0.0 △0.2 △0.4 0.2 0.1 0.6 0.8 0.5 0.9 1.2 2.5 2.5 2.4 2.6

※　令和２年＝100　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （資料出所：総務省）
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令和４年度　年間事業計画一覧表
月 会　　　議　　　名 調　査　事　項 資　料　発　行

４
・運営委員会・労務委員会合同会議
　　 （15日　東京第一ホテル松山）
・会計監査 （22日　協会事務所）

５

・理事会　 （30日　オンライン開催）
・令和４年度　定時総会　　 （同　上）
・講演会　　　　　 （同　上）
　「花蓮物語」　
　㈱マルハ物産　 代表取締役会長　林　香与子　氏

・春季労使交渉の妥結状況調
査

　（５月上旬～７月上旬）

６ ・初任給調査
　（６月上旬～７月下旬）

７

・女性リーダーズクラブ第１回定例会
 （６日　松山市男女共同参画推進センター）
・労務会議　　 （19日　えひめ共済会館）
　「コロナ禍での働き方改革　課題とその対応」
　　社会保険労務士法人えんむすび
　 代表社員　田渕　美紀　氏
・意見交換懇談会　 （中止）

・夏季賞与・一時金交渉の妥
結状況調査

　（７月上旬～8月下旬）

・愛媛経協７月号
・ 春季労使交渉の妥結結果

8
・初任給調査結果報告書
・夏季賞与・一時金交渉の妥

結結果

９

・労務会議　　　 （７日　オンライン開催）
　「育児介護休業法改正､ パワハラ防止措置義務化
　及び今後の実務対応」
　木村社会保険労務士事務所
　 社会保険労務士　木村　倫人　氏

・愛媛経協９月号

10

・女性リーダーズクラブ公開セミナー
　　 （５日　ＡＮＡクラウンプラザホテル松山）
　「女性活躍が地域や組織を変える　
　　～トップも社員も考動する､ 女性活躍の本気～」
　㈱パソナフォスター
 　代表取締役社長　長畑久美子　氏

11
・労務会議　　　 （8日　えひめ共済会館）
　「ストレスに立ち向かうメンタルタフネスとは」
　　㈱グッドコミュニケーション
　 代表取締役　中田　康晴　氏

・年末賞与・一時金交渉の妥
結状況調査

　（11月上旬～12月中旬）

12

・女性リーダーズクラブ第２回定例会
・労務会議　　　　 （７日　オンライン開催）
　「中小企業のためのSDGs経営と持続可能な組織づくり」
　　木村社会保険労務士事務所
 社会保険労務士　木村　倫人　氏
・冬季講演会　 （23日　東京第一ホテル松山）
　「演題　未定」
　　（一社）認知行動療法研修開発センター理事長
　 大野　　裕　氏

１

～

２

・理事会
・春季講演会
　「春季労使交渉対策について」
　　（一社）日本経済団体連合会から派遣

・愛媛経協１月号
・年末賞与・一時金交渉の妥

結結果

２

・女性リーダーズクラブ第３回定例会
・労務会議　　　 （16日　オンライン開催）
　「在宅ワーク時代の部下のマネジメントについて」
　　ＩＭソリューションズ㈱
　 代表取締役　岡本　　陽　氏

３

・労務会議　 （７日　えひめ共済会館）
　「若者・女性の職場定着」
　　ＮＰＯ法人ワークライフコラボ
　 代表理事　堀田　真奈　氏
・意見交換懇談会 （７日　えひめ共済会館）

・愛媛経協３月号


